
Title 〔最高裁民訴事例研究四〇九〕強制執行を受けた債務者がその請求
債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったこ
とを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続(
最高裁平成一八年九月一一日第二小法廷決定)

Sub Title
Author 三木, 浩一(Miki, Koichi)

民事訴訟法研究会(Minji soshoho kenkyukai)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

2007

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.80, No.10 (2007. 10) ,p.119- 128 

JaLC DOI
Abstract
Notes 判例研究
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-20071028-0119

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


〔
最
高
裁
民
訴
事
例

研
究
　
四
〇
九
〕

判例研究

平
［
八
6
　
（
民
集
六
〇
巻
七
号
二
六
二
二
頁
）

強
制
執
行
を
受
け
た
債
務
者
が
そ
の
請
求
債
権
に
つ
き
強
制
執
行

を
行
う
権
利
の
放
棄
又
は
不
執
行
の
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張

し
て
裁
判
所
に
強
制
執
行
の
排
除
を
求
め
る
場
合
に
執
る
べ
き
手

続債
権
差
押
命
令
及
び
転
付
命
令
に
対
す
る
執
行
抗
告
却
下
決
定
に
対
す

る
執
行
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
（
最
高
裁
平
一
八

（
許
）
第
二
二
号
、
平
成
］
八
年
九
月
一
一
日
第
二
小
法
廷
決
定
、
抗

告
棄
却
）

〔
事
　
実
〕

　
Y
は
、
債
務
弁
済
契
約
公
正
証
書
に
基
づ
い
て
、
債
務
者
の
承
継
人

で
あ
る
X
ら
の
預
金
債
権
を
被
差
押
債
権
と
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所

に
対
し
、
債
権
差
押
命
令
お
よ
び
転
付
命
令
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。

同
裁
判
所
は
、
平
成
一
七
年
一
二
月
二
〇
日
、
こ
の
申
立
て
に
基
づ
い

て
、
債
権
差
押
命
令
お
よ
び
転
付
命
令
（
以
下
、
「
本
件
各
命
令
」
と

い
う
）
を
発
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
X
ら
は
、
Y
は
、
X
ら
の
被
承
継

人
ま
た
は
X
ら
に
対
し
、
本
件
公
正
証
書
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
行
わ

な
い
旨
の
意
思
を
表
明
し
て
お
り
、
強
制
執
行
を
行
う
権
利
の
放
棄
ま

た
は
不
執
行
の
合
意
が
成
立
し
て
い
る
と
主
張
し
、
本
件
各
命
令
の
取

消
し
と
本
件
各
命
令
の
申
立
て
の
却
下
を
求
め
て
執
行
抗
告
を
し
た
。

　
原
々
審
で
あ
る
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
平
成
一
八
年
一
月
五
日
、
X

ら
の
主
張
は
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
争
う
べ
き
実
体
法
上
の
事
由

を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
執
行
抗
告
の
理
由
と
は
な
り
得
な
い
も

の
で
あ
っ
て
、
民
事
執
行
の
手
続
き
を
不
当
に
遅
延
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
民
事
執
行
法
一
〇
条

五
項
四
号
に
基
づ
い
て
、
X
ら
の
執
行
抗
告
を
却
下
し
た
。
そ
こ
で
、

X
ら
は
、
こ
の
決
定
に
対
し
て
執
行
抗
告
を
し
た
。

　
原
審
で
あ
る
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
平
成
一
八
年
二
月
一
四
日
、
迅

速
性
が
求
め
ら
れ
る
執
行
手
続
に
お
い
て
、
不
執
行
の
合
意
の
存
否
に

つ
い
て
ま
で
執
行
裁
判
所
が
調
査
お
よ
び
判
断
を
す
る
こ
と
は
相
当
で

は
な
い
と
し
て
、
原
執
行
抗
告
を
却
下
し
た
原
々
審
の
判
断
を
是
認
し
、

X
ら
の
執
行
抗
告
を
棄
却
し
た
。
X
ら
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
の

決
定
は
、
不
執
行
の
合
意
に
関
す
る
大
審
院
の
判
例
に
違
反
す
る
こ
と
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な
ど
を
理
由
と
し
て
許
可
抗
告
の
申
立
て
を
し
、
許
可
さ
れ
た
。

〔
決
定
要
旨
〕

　
抗
告
棄
却

「
抗
告
人
ら
の
主
張
す
る
不
執
行
の
合
意
等
は
、
債
権
の
効
力
の
う
ち

請
求
権
の
内
容
を
強
制
執
行
手
続
で
実
現
で
き
る
効
力
（
い
わ
ゆ
る
強

制
執
行
力
）
を
排
除
又
は
制
限
す
る
法
律
行
為
と
解
さ
れ
る
の
で
、
こ

れ
が
存
在
す
れ
は
、
そ
の
債
権
を
請
求
債
権
と
す
る
強
制
執
行
は
実
体

法
上
不
当
な
も
の
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
執
行
の

合
意
等
は
、
実
体
法
上
、
債
権
者
に
強
制
執
行
の
申
立
て
を
し
な
い
と

い
う
不
作
為
義
務
を
負
わ
せ
る
に
と
ど
ま
り
、
執
行
機
関
を
直
接
拘
束

す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
不
執
行
の
合
意
等
の
さ
れ
た
債
権
を
請
求

債
権
と
し
て
実
施
さ
れ
た
強
制
執
行
が
民
事
執
行
法
規
に
照
ら
し
て
直

ち
に
違
法
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
民
事
執
行
法

に
は
、
実
体
上
の
事
由
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
を
阻
止
す
る
手
続
と
し

て
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
不
執
行
の
合
意

等
は
、
上
記
の
と
お
り
、
債
権
の
効
力
の
一
部
で
あ
る
強
制
執
行
力
を

排
除
又
は
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
請
求
債
権
の
効
力
を
停
止
又
は

限
定
す
る
よ
う
な
請
求
異
議
の
事
由
と
実
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
存
否
は
、
執
行
抗
告
の
手
続
で
は
な
く
、

請
求
異
議
の
訴
え
の
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

　
抗
告
人
ら
は
、
執
行
抗
告
に
よ
っ
て
不
執
行
の
合
意
等
の
存
在
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
が
、
執
行
抗
告
は
、
強
制
執
行
手
続
に

お
い
て
は
、
そ
の
執
行
手
続
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
民
事

執
行
の
手
続
内
に
お
け
る
不
服
申
立
て
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
実
体
k

の
事
由
は
執
行
抗
告
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な

お
、
不
執
行
の
合
意
等
の
存
否
が
執
行
異
議
の
手
続
で
判
断
さ
れ
る
べ

き
で
な
い
こ
と
は
、
上
記
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
強
制
執
行
を
受
け
た
債
務
者
が
、
そ
の
請
求
債
権

に
つ
き
強
制
執
行
を
行
う
権
利
の
放
棄
又
は
不
執
行
の
合
意
が
あ
っ
た

こ
と
を
主
張
し
て
裁
判
所
に
強
制
執
行
の
排
除
を
求
め
る
場
合
に
は
、

執
行
抗
告
又
は
執
行
異
議
の
方
法
に
よ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
請
求
異
議

の
訴
え
に
よ
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
れ
と
見
解

を
異
に
す
る
大
審
院
の
判
例
（
大
審
院
大
正
一
四
年
（
オ
）
第
九
七
〇

号
同
一
五
年
二
月
二
四
日
判
決
・
民
集
五
巻
二
三
五
頁
、
大
審
院
大
正

一
五
年
（
オ
）
第
二
二
二
号
昭
和
二
年
三
月
一
六
日
判
決
・
民
集
六

巻
一
八
七
頁
、
大
審
院
昭
和
一
〇
年
（
オ
）
第
九
五
二
号
同
年
七
月
九

日
判
決
・
法
律
新
聞
三
八
六
九
号
一
二
頁
）
は
、
変
更
す
べ
き
で
あ

る
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
本
決
定
の
結
論
に
賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
結
論
を
導
く
過
程
に
は

疑
問
が
あ
る
。

一
　
本
決
定
の
意
義

　
債
権
者
と
債
務
者
の
間
で
、
特
定
の
債
務
名
義
に
つ
い
て
、
お
よ
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そ
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
、
強
制
執
行
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
旨

ま
た
は
一
定
の
時
期
ま
で
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
な
ど
を
合
意
す
る

こ
と
が
あ
り
、
一
般
に
不
執
行
の
合
意
ま
た
は
不
執
行
契
約
（
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
不
執
行
の
合
意
」
と
い
う
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
執

行
の
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
者
が
そ
の
合
意
に
反
し

て
強
制
執
行
を
行
っ
た
場
合
に
、
債
務
者
が
ど
の
よ
う
な
救
済
手
段

を
と
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
民
事
執
行
法
制
定
前
の
旧
民
事
訴
訟

法
の
時
代
か
ら
、
争
い
が
あ
っ
た
。
学
説
に
お
い
て
は
、
請
求
異
議

の
訴
え
（
旧
民
訴
五
四
五
条
・
五
六
〇
条
）
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
請
求
異
議
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
民
事
執
行
法
制
定
後
も
請

求
異
議
説
が
通
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
実
務
は
、
旧
法
下
の

執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
（
旧
民
訴
五
四
四
条
）
に
よ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
方
法
異
議
説
（
旧
法
下
に
お
け
る
方
法
異
議
の
制
度
は
、

現
行
法
下
の
執
行
異
議
の
制
度
に
対
応
す
る
の
で
、
以
下
、
現
行
法

を
前
提
に
し
た
議
論
に
際
し
て
は
、
「
執
行
異
議
説
」
と
い
う
。
ま

た
、
本
稿
で
「
執
行
異
議
説
」
と
い
う
と
き
は
「
請
求
異
議
説
」
と

の
対
比
が
主
眼
で
あ
る
の
で
、
執
行
抗
告
に
よ
る
場
合
も
含
む
も
の

と
す
る
）
が
多
数
で
あ
っ
た
。
最
上
級
審
の
判
断
と
し
て
は
、
本
決

定
に
至
る
ま
で
長
ら
く
最
高
裁
判
例
が
な
か
っ
た
た
め
、
方
法
異
議

説
を
採
っ
た
大
審
院
時
代
の
判
例
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
上
級

審
の
先
例
と
し
て
、
今
日
ま
で
残
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に

お
い
て
、
本
決
定
は
、
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
か
つ
民
事
執
行
法
下

に
お
け
る
最
上
級
審
の
判
断
と
し
て
初
め
て
、
こ
の
問
題
を
正
面
か

ら
取
り
上
げ
、
方
法
異
議
説
を
採
る
大
審
院
判
決
を
変
更
す
べ
き
旨

を
明
示
的
に
述
べ
、
学
説
上
の
通
説
で
あ
る
請
求
異
議
説
を
採
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
法
的
性
質
論
と
の
関
係

　
執
行
異
議
説
と
請
求
異
議
説
と
の
争
い
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て

は
、
不
執
行
の
合
意
の
法
的
性
質
か
ら
演
繹
的
に
結
論
を
導
こ
う
と

す
る
の
が
、
伝
統
的
に
採
ら
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
不
執

行
の
合
意
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
契
約
説
と
実
体
契
約
説

が
対
立
す
る
。
訴
訟
契
約
説
は
、
不
執
行
の
合
意
を
訴
訟
法
上
の
合

意
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
不
執
行
の
合
意

に
よ
っ
て
執
行
法
規
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
執
行
機
関

は
当
然
に
こ
れ
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

執
行
機
関
に
よ
る
執
行
行
為
が
不
執
行
の
合
意
に
違
反
す
る
場
合
に

は
、
法
規
違
反
の
不
適
法
な
執
行
行
為
と
な
る
の
で
、
執
行
方
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

関
す
る
異
議
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
体
契
約
説

は
、
不
執
行
の
合
意
は
債
権
者
に
対
し
て
執
行
を
行
わ
な
い
と
い
う

不
作
為
義
務
を
発
生
さ
せ
る
私
法
上
の
債
権
契
約
で
あ
る
と
解
す
る
。

こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
不
執
行
の
合
意
は
訴
訟
法
上
の
効
果
を
発
生
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さ
せ
な
い
の
で
、
こ
れ
に
反
す
る
執
行
行
為
も
違
法
で
は
な
く
、
執

行
機
関
の
職
責
や
権
限
か
ら
見
て
も
、
不
執
行
の
合
意
の
存
否
や
内

容
を
顧
慮
す
る
義
務
と
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不

適
法
な
執
行
行
為
を
是
正
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
執
行
方
法
に
対

す
る
異
議
に
よ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
請
求
異
議
の
訴
え
の

類
推
適
用
、
準
用
ま
た
は
適
用
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と

（
3
）

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
請
求
異
議
の
訴
え
は
、
執
行
手
続
上
は
適
法
で

あ
る
が
実
体
法
上
は
不
当
な
執
行
を
阻
止
す
る
た
め
の
救
済
手
段
で

あ
る
と
こ
ろ
、
執
行
行
為
を
し
な
い
と
い
う
債
務
を
負
担
し
た
者
が

そ
の
合
意
に
違
反
し
て
行
っ
た
執
行
行
為
は
、
実
体
法
上
の
不
当
執

行
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
請
求
異
議
の
訴
え
が
予
定
し
て
い
る
場

合
と
異
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
説
の
う
ち
、
実
体
契

約
説
が
学
説
上
の
通
説
で
あ
り
、
そ
れ
が
請
求
異
議
説
が
通
説
で
あ

る
こ
と
に
結
び
付
い
て
い
る
。

　
本
決
定
も
、
こ
う
し
た
演
繹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
前
提
と
し
て
、

不
執
行
の
合
意
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
実
体
契
約
説
を
採
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
ほ
ぽ
唯
一
の
論
拠
と
し
て
、
請
求
異
議
説
を

採
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
X
ら
の
主
張
す
る

不
執
行
の
合
意
は
、
「
債
権
の
効
力
の
う
ち
請
求
権
の
内
容
を
強
制

執
行
手
続
で
実
現
で
き
る
効
力
（
い
わ
ゆ
る
強
制
執
行
力
）
を
排
除

又
は
制
限
す
る
法
律
行
為
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
が
存
在
す
れ
ば
、
そ

の
債
権
を
請
求
債
権
と
す
る
強
制
執
行
は
実
体
法
上
不
当
な
も
の
と

な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
ま
ず
、
不
執
行
の
合
意
が
実

体
法
上
の
効
力
を
生
ず
る
実
体
契
約
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
次
に
、

「
不
執
行
の
合
意
等
は
、
実
体
法
上
、
債
権
者
に
強
制
執
行
の
申
立

て
を
し
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
を
負
わ
せ
る
に
と
ど
ま
り
、
執
行

機
関
を
直
接
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
不
執
行
の
合
意
等
の

さ
れ
た
債
権
を
請
求
債
権
と
し
て
実
施
さ
れ
た
強
制
執
行
が
民
事
執

行
法
規
に
照
ら
し
て
直
ち
に
違
法
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
し
て
、
不
執
行
の
合
意
が
訴
訟
契
約
で
は
な
い
こ
と
を
重
ね

て
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
け
て
、
不
執
行
の
合
意
は
「
債
権

の
効
力
の
一
部
で
あ
る
強
制
執
行
力
を
排
除
又
は
制
限
す
る
も
の
で

あ
」
る
点
で
、
「
請
求
債
権
の
効
力
を
停
止
又
は
限
定
す
る
よ
う
な

請
求
異
議
の
事
由
と
実
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
請

求
異
議
の
訴
え
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
演
繹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
に
よ
っ
て
結

論
を
導
く
の
は
、
解
釈
論
の
手
法
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
く
。
な
ぜ

な
ら
、
不
執
行
の
合
意
の
法
的
性
質
と
不
執
行
の
合
意
を
主
張
す
る

手
続
き
の
間
に
は
、
必
ず
し
も
必
然
的
な
結
び
付
き
は
な
い
か
ら
で

（
4
）

あ
る
。

　
ま
ず
、
実
体
契
約
説
を
前
提
と
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
実
体
契
約

説
が
当
然
に
請
求
異
議
説
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
な
く
、
執
行
異
議
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説
を
採
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
執
行
異
議
や
執
行
抗

告
は
、
形
式
的
な
執
行
手
続
法
規
の
違
背
を
主
た
る
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
確
定
期
限
の
到
来
や
反
対
給
付
の
履
行
の
よ
う
に
実

体
権
の
存
否
に
か
か
わ
る
事
項
を
執
行
機
関
が
調
査
・
判
断
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
不
服
申
立
が
執
行
の
実

体
的
正
当
性
の
確
保
に
つ
な
が
る
（
民
執
三
〇
条
、
三
一
条
）
。
ま

た
、
担
保
執
行
に
つ
い
て
は
、
担
保
権
の
不
存
在
や
消
滅
が
執
行
異

議
な
い
し
執
行
抗
告
の
事
由
に
加
え
ら
れ
て
い
る
（
民
執
一
八
二
条
、

一
九
一
条
、
一
九
三
条
二
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
異
議
や
執
行

抗
告
が
手
続
面
の
審
査
を
担
当
す
る
と
い
う
分
担
は
、
必
ず
し
も
絶

対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
も
、
旧
法
下
の
学
説
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

実
体
契
約
説
に
立
ち
な
が
ら
方
法
異
議
説
を
採
る
見
解
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
実
体
契
約
説
を
前
提
と
し
て
、
方
法
異
議
と
請
求
異
議
の
訴

え
の
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
を
主
張
す

　
　
　
　
（
6
）

る
見
解
も
あ
る
。

　
他
方
、
訴
訟
契
約
説
を
前
提
と
し
て
、
請
求
異
議
説
を
採
る
こ
と

も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
請
求
異
議
の
訴
え
は
、

本
来
的
に
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
権
の
存
否
ま
た
は
内

容
に
つ
い
て
の
異
議
を
主
張
し
て
執
行
力
の
排
除
を
求
め
る
訴
え
で

あ
る
が
、
裁
判
以
外
の
債
務
名
義
に
つ
い
て
は
手
続
の
澱
疵
も
含
む

成
立
に
つ
い
て
の
異
議
も
含
ま
れ
て
い
る
（
民
執
三
五
条
一
項

（
7
）

後
段
）
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
異
議
の
訴
え
が
実
体
面
の
審
査
を
担

当
す
る
と
い
う
分
担
も
ま
た
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

結
局
、
執
行
異
議
説
と
請
求
異
議
説
の
い
す
れ
を
採
る
べ
き
か
に

つ
い
て
、
不
執
行
の
合
意
の
法
的
性
質
は
決
定
的
な
意
味
を
も
た
ず
、

実
質
的
な
要
素
を
検
討
し
て
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
。

三
　
実
質
的
な
検
討

　
債
権
者
と
債
務
者
の
間
で
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
の
合
意
や
一
定

の
時
期
ま
で
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ

の
合
意
の
趣
旨
が
真
に
不
執
行
の
合
意
な
の
か
、
そ
れ
と
も
実
は
当

事
者
間
で
は
実
体
法
上
の
合
意
を
意
図
し
て
い
た
の
か
が
、
明
確
で

な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
の

合
意
が
書
面
ま
た
は
口
頭
で
行
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
趣
旨
と
し
て

実
体
上
の
権
利
の
放
棄
を
含
ん
で
い
た
り
、
無
条
件
の
請
求
権
を
実

体
的
に
条
件
付
き
の
も
の
に
改
変
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合

　
（
8
）

が
あ
る
。
ま
た
、
不
執
行
の
合
意
は
、
し
ば
し
ば
執
行
債
権
に
つ
い

て
の
期
限
の
猶
予
と
結
び
付
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
不
執
行
の
合
意

と
期
限
の
猶
予
と
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
か
が
、
個
別
の
不
執
行
の
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

意
の
解
釈
と
し
て
争
わ
れ
る
事
件
も
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
。
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
典
型
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
裁
判
例
が
あ
る
。
債
権
者
が
作
成
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し
た
念
書
に
は
「
本
件
公
正
証
書
表
示
の
弁
済
期
は
、
便
宜
的
に
定

め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
右
弁
済
期
を
経
過
し
て
も
右
公
正
証
書
に
よ

り
強
制
執
行
を
い
た
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
の
記
載
が

あ
っ
た
が
、
こ
の
記
載
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
債
務
者
は
「
公
正
証
書

は
便
宜
的
な
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
強
制
執
行
な
ど
一
切
し
な
い
と

い
う
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
債
権
者
は
「
公
正
証

書
に
基
づ
く
執
行
は
好
意
的
に
あ
る
期
間
は
待
っ
て
や
ろ
う
と
い
う

趣
旨
の
も
の
」
と
主
張
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

公
正
証
書
記
載
の
弁
済
期
は
真
実
の
弁
済
期
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨

か
、
あ
る
い
は
期
限
の
猶
予
を
相
手
方
に
与
え
た
趣
旨
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
つ
ま
り
、
不
執
行
の
合
意
で
は
な
く
、
実

体
法
上
の
合
意
で
あ
る
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
不
執
行
の
合
意
の
存
否
や
内
容
を
め
ぐ
る
争
い
で

は
、
実
質
的
か
つ
微
妙
な
判
断
が
必
要
と
な
る
場
合
が
多
い
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
そ
の
審
判
は
決
定
手
続
で
行
わ
れ
る
執
行
抗
告
や
執
行

異
議
に
よ
る
べ
き
で
は
な
く
、
必
要
的
口
頭
弁
論
を
経
る
請
求
異
議

の
訴
え
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
間
の
合
意
が

実
体
法
上
の
合
意
と
認
定
さ
れ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
不
執

行
の
合
意
と
認
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
強
制
執
行
の
排
除
は

請
求
権
の
不
存
在
に
等
し
い
結
果
を
債
権
者
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
の
で
、
そ
の
点
で
も
、
必
要
的
口
頭
弁
論
の
手
続
き
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
執
行
機
関
が
不
執
行
の
合
意
の
有
無
や
そ
の
内
容
を
、
執
行

に
際
し
て
職
権
を
も
っ
て
調
査
す
る
こ
と
は
、
実
際
問
題
と
し
て
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

可
能
に
近
い
か
、
か
り
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
不
適
当
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
執
行
異
議
説
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
間
の
合
意
が

不
執
行
の
合
意
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
執
行
抗
告
ま
た
は
執
行
異

議
に
よ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
実
体
法
上
の
合
意
と
認
定
さ
れ

た
場
合
に
は
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
と
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

定
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
救
済
方
法
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
実

務
上
も
混
乱
を
来
す
。
他
方
、
請
求
異
議
説
に
よ
っ
た
場
合
は
、
い

ず
れ
と
認
定
さ
れ
て
も
常
に
請
求
異
議
の
訴
え
と
な
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
不
都
合
は
生
じ
な
い
。
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

実
質
的
な
考
慮
に
よ
れ
ば
、
請
求
異
議
説
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
決
定
の
演
繹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、

本
決
定
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
。

四
　
民
事
執
行
法
三
五
条
の
適
用
の
可
否

　
請
求
異
議
説
を
採
る
見
解
は
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
規
定
（
旧
民

訴
法
五
四
五
条
、
現
行
民
執
法
三
五
条
）
を
準
用
な
い
し
類
推
適
用

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
直
接
適
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
見

解
が
分
か
れ
る
。
多
数
説
は
、
不
執
行
の
合
意
は
、
債
務
名
義
に
記

載
さ
れ
た
実
体
法
上
の
執
行
債
権
の
不
存
在
や
消
滅
に
関
わ
る
も
の
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で
は
な
い
の
で
、
請
求
異
議
の
訴
え
が
直
接
的
に
想
定
し
て
い
る
事

態
で
は
な
く
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
規
定
を
準
用
ま
た
は
類
推
適
用

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
こ

の
よ
う
な
多
数
説
の
立
場
は
、
請
求
異
議
訴
訟
の
訴
訟
物
の
把
握
が

狭
隆
に
す
ぎ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
訴
訟
物
の
把
握
自
体

に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
訴
訟

物
に
つ
き
、
多
数
説
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
法
上
の
法

律
関
係
を
訴
訟
物
と
す
る
の
で
（
実
体
関
係
説
）
、
実
体
法
上
の
執

行
債
権
の
不
存
在
や
消
滅
を
導
く
も
の
で
は
な
い
不
執
行
の
合
意
は
、

請
求
異
議
の
訴
え
の
規
定
の
直
接
適
用
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な

る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
野
説
は
、
債
務
者
が
特
定
の
債
務
名
義
の
執

行
力
の
排
除
を
求
め
う
る
地
位
に
あ
る
と
の
法
的
主
張
を
訴
訟
物
と

捉
え
る
の
で
（
債
務
名
義
説
）
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
規
定
を
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

適
用
す
べ
き
と
の
結
論
に
な
る
と
説
く
。
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て

も
実
質
的
な
差
異
は
生
じ
な
い
が
、
請
求
異
議
訴
訟
の
訴
訟
物
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
て
は
債
務
名
義
説
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
、
民
執
法

三
五
条
が
直
接
適
用
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
　
本
決
定
の
射
程
と
今
後
の
課
題

　
本
件
は
、
債
務
名
義
が
公
正
証
書
で
あ
る
事
案
で
あ
る
が
、
本
決

定
の
射
程
は
、
債
務
名
義
が
確
定
判
決
で
あ
る
場
合
に
も
、
当
然
の

こ
と
と
し
て
、
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
債
務
名
義
が
確
定
判
決

で
あ
る
事
案
に
本
決
定
の
考
え
方
を
適
用
し
、
請
求
異
議
説
に
従
っ

た
処
理
を
す
る
場
合
に
は
、
不
執
行
の
合
意
が
当
該
訴
訟
の
口
頭
弁

論
終
結
前
に
な
さ
れ
て
い
た
と
き
に
民
執
法
三
五
条
二
項
が
適
用
さ

れ
て
不
執
行
の
合
意
を
異
議
の
事
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
不
執
行
の
合
意
に
対
し
て
は
同
規
定
が

適
用
さ
れ
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
伝
統
的
な

多
数
説
は
、
不
執
行
の
合
意
は
執
行
段
階
に
お
い
て
初
め
て
問
題
に

な
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
給
付
訴
訟
に
お
い
て
判
決
成
立
前
に
不

執
行
の
合
意
を
主
張
し
て
も
顧
慮
さ
れ
ず
、
裁
判
所
は
無
留
保
の
判

決
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
債
務
者
は

民
執
法
三
五
条
二
項
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
不
執
行
の
合
意

の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
き
た
（
三
五
条
二
項

　
　
（
1
6
）

不
適
用
説
）
。
こ
れ
に
対
し
、
中
野
教
授
は
、
給
付
訴
訟
の
訴
訟
物

は
直
接
的
に
は
給
付
請
求
権
の
存
在
と
範
囲
で
あ
る
が
、
債
務
者
の

財
産
に
対
す
る
執
行
可
能
性
と
し
て
の
責
任
の
存
在
お
よ
び
範
囲
も

給
付
訴
訟
の
訴
訟
物
に
附
属
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
事

由
を
給
付
訴
訟
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
判

決
主
文
に
も
執
行
制
限
を
表
示
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と

し
て
、
執
行
契
約
（
不
執
行
の
合
意
を
含
む
）
の
事
実
を
給
付
訴
訟

の
口
頭
弁
論
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
そ
れ
を
し
な
い
で
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給
付
訴
訟
が
確
定
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
同
じ
事
由
を
請
求
異
議

の
訴
え
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
（
三
五

　
　
　
　
（
17
）

条
二
項
適
用
説
）
。

　
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
最
判
平
成
五
年
二
月
一
一
日
民
集
四

七
巻
九
号
五
二
五
五
頁
が
出
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
前
と
は
前
提

と
な
る
状
況
が
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
は
、
「
給
付
訴
訟

に
お
い
て
、
そ
の
給
付
請
求
権
に
つ
い
て
不
執
行
の
合
意
が
あ
っ
て

強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ

た
場
合
に
は
、
こ
の
点
も
訴
訟
物
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
審
判
の
対

象
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
所
が
右
主
張
を
認
め
て
右
請

求
権
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
と

き
は
、
執
行
段
階
に
お
け
る
当
事
者
問
の
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
右
請
求
権
に
つ
い
て
は
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
を
判
決
主
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
」
と
し
て
、
不
執
行
の
合
意
に
よ
る
責
任
の
制
限
も
訴
訟
物

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
判
決
手
続
に
お
け
る
審
判
の
対
象
と
な
る
こ

と
、
不
執
行
の
合
意
に
関
す
る
事
由
が
給
付
訴
訟
の
口
頭
弁
論
で
主

張
さ
れ
た
場
合
に
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、

給
付
訴
訟
の
判
決
主
文
に
お
い
て
不
執
行
の
合
意
の
存
在
に
よ
る
執

行
の
不
許
が
表
示
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、

中
野
教
授
が
説
か
れ
る
三
五
条
二
項
適
用
説
の
前
提
が
整
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　
も
っ
と
も
、
同
判
決
は
、
上
記
判
示
の
前
に
「
給
付
訴
訟
の
訴
訟

物
は
、
直
接
的
に
は
、
給
付
請
求
権
の
存
在
及
び
そ
の
範
囲
で
あ
る

か
ら
、
右
請
求
権
に
つ
き
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
の
合
意
（
以
下

「
不
執
行
の
合
意
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
て
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
点
は
、
そ
の
審
判
の
対
象
に
な

ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
債
務
者
は
、
強
制
執
行
の
段
階
に
お

い
て
不
執
行
の
合
意
を
主
張
し
て
強
制
執
行
の
可
否
を
争
う
こ
と
が

で
き
る
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
給

付
訴
訟
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
不
執
行
の
合
意
を
主
張
し
た
場
合
に

は
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
判
断
し
た
上
で
判
決
主
文
に
も

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
債
務
者
は
給
付
訴
訟
の
口
頭
弁
論

に
お
け
る
主
張
が
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
給
付
訴
訟
の
段
階

で
は
不
執
行
の
合
意
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
、
強
制
執
行
の
段
階
に

至
っ
て
初
め
て
主
張
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
に

読
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
給
付
訴
訟
で
不
執
行
の
合
意
が
主
張
さ
れ

た
が
認
め
ら
れ
ず
、
無
留
保
の
給
付
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
債

務
者
は
請
求
異
議
訴
訟
で
も
は
や
不
執
行
の
合
意
を
主
張
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
中
野
教
授
が
説

か
れ
る
よ
う
に
、
不
執
行
の
合
意
の
事
実
を
給
付
訴
訟
の
口
頭
弁
論

で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
き
に
同
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じ
事
由
を
請
求
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
の
結
論
ま
で
導
く
こ
と
は
、
困
難
な
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、

ほ
と
ん
ど
の
学
説
は
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
同
一
の
事
由
が
給
付
訴
訟
の
口
頭
弁
論
終
結
前
で
も
口

頭
弁
論
終
結
後
で
も
任
意
に
主
張
で
き
る
と
い
う
の
は
、
給
付
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
請
求
異
議
訴
訟
と
の
無
用
な
重
複
を
強
い
る
結
果
と
な
り
、
一
般

的
な
判
決
効
の
理
論
と
も
整
合
し
な
い
。
私
見
と
し
て
は
、
平
成
五

年
判
決
に
よ
っ
て
給
付
訴
訟
の
口
頭
弁
論
お
よ
び
判
決
主
文
に
お
い

て
不
執
行
の
合
意
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
加
え
て
、

本
決
定
に
よ
っ
て
請
求
異
議
説
が
明
示
的
に
採
用
さ
れ
た
以
上
、
三

五
条
二
項
適
用
説
を
採
用
す
べ
き
段
階
に
至
っ
た
と
考
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
上
記
最
判
平
成
五
年
二
月
二
日
判
決
の
う
ち
、
「
債

務
者
は
、
強
行
執
行
の
段
階
に
お
い
て
不
執
行
の
合
意
を
主
張
し
て

強
制
執
行
の
可
否
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
」
と
の
判
示

部
分
は
、
早
晩
、
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。

（
1
）
　
中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
五
版
〕
』
（
青
林
書

院
・
二
〇
〇
六
年
）
八
○
頁
参
照
。

（
2
）
　
松
岡
義
正
『
強
制
執
行
要
論
〔
上
〕
』
（
清
水
書
店
・
一
九
二
四

年
）
六
三
八
頁
、
小
野
木
常
『
強
制
執
行
法
概
論
』
（
酒
井
書
店
・

　
一
九
五
七
年
）
三
三
四
頁
等
参
照
。

（
3
）
　
類
推
適
用
説
と
し
て
、
兼
子
一
『
民
事
法
研
究
第
↓
巻
』
（
酒

井
書
店
・
］
九
四
〇
年
）
二
九
二
頁
参
照
。
準
用
説
と
し
て
、
斎
藤

秀
夫
「
執
行
契
約
」
民
事
訴
訟
法
学
会
『
民
事
訴
訟
講
座
第
四
巻
』

　
（
有
斐
閣
・
↓
九
五
五
年
）
一
〇
六
二
頁
、
吉
川
大
二
郎
『
強
制
執

行
法
』
（
法
律
文
化
社
・
一
九
五
八
年
）
五
二
頁
、
同
「
強
制
執
行

　
に
お
け
る
権
利
濫
用
」
末
川
先
生
古
稀
記
念
『
権
利
の
濫
用
（
中
）
』

　
（
有
斐
閣
・
一
九
六
二
年
）
三
三
九
頁
・
三
四
一
頁
、
近
藤
完
爾

　
『
全
訂
執
行
関
係
訴
訟
』
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
一
九
六
八
年
）
二
三

　九

頁
等
参
照
。
適
用
説
と
し
て
、
石
川
明
「
不
執
行
の
合
意
に
つ
い

　
て
」
法
研
三
五
巻
六
号
六
〇
五
頁
、
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
一
頁
等

参
照
。

（
4
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
一
頁
は
、
不
執
行
の
合
意
を
含
む
執
行

契
約
一
般
の
法
的
性
質
に
関
す
る
訴
訟
契
約
説
と
実
体
契
約
説
の
古

　
く
か
ら
の
対
立
に
つ
い
て
、
「
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
議
論
て
は

　
な
い
」
と
す
る
。

（
5
）
　
兼
子
・
前
掲
注
（
3
）
二
九
一
頁
、
斎
藤
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
六

　
一
頁
。

（
6
）
　
石
川
明
『
強
制
執
行
法
研
究
』
（
酒
井
書
店
・
一
九
七
七
年
）

　
］
〇
四
頁
、
三
ケ
月
章
『
民
事
執
行
法
』
（
弘
文
堂
・
↓
九
八
一
年
）

　
］
七
一
頁
。

（
7
）
中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
権
の
存

否
ま
た
は
内
容
に
つ
い
て
の
異
議
を
主
張
す
る
場
合
を
「
本
来
型
の

請
求
異
議
」
と
呼
び
、
裁
判
以
外
の
債
務
名
義
に
つ
い
て
成
立
の
異
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議
を
主
張
す
る
場
合
を
「
転
用
型
の
請
求
異
議
」
と
呼
ぶ
。
中
野
・

　前

掲
注
（
1
）
二
二
三
頁
参
照
。

（
8
）
　
香
川
保
一
監
『
注
釈
民
事
執
行
法
第
二
巻
』
（
金
融
財
政
事
情

　
研
究
会
・
一
九
八
五
年
）
四
〇
七
頁
〔
宇
佐
見
隆
男
〕
参
照
。

（
9
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
東
京
高
決
昭
和
四
九
年
三
月
一
四
日
東
高
民
時
報
二
五
巻
三
号

　
二
九
頁
。

（
n
）
　
香
川
監
・
前
掲
注
（
8
）
四
〇
九
頁
〔
宇
佐
見
隆
男
〕
参
照
。

（
1
2
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
準
用
説
、
類
推
適
用
説
、
適
用
説
の
分
布
に
つ
き
、
前
掲
注

　
（
3
）
参
照
。

（
1
4
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
中
野
教
授
は
、
横
浜
地
判
昭
和
四
二
年
二
月
七
日
下
民
集
一
八

巻
一
口
二
号
一
〇
七
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
五
月
二
八
日
高
民

集
三
三
巻
二
号
七
三
頁
等
も
、
実
質
的
に
は
債
務
名
義
説
を
採
用
し

　
て
い
る
と
さ
れ
る
。
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
二
一
二
〇
頁
参
照
。

（
1
6
）
　
鈴
木
忠
一
H
三
ケ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
ω
』
（
第
一
法

規
・
】
九
八
四
年
）
五
九
四
頁
〔
吉
井
直
昭
〕
、
香
川
監
・
前
掲
注

　
（
8
）
四
〇
八
頁
〔
宇
佐
見
隆
男
〕
等
参
照
。

（
1
7
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
頁
参
照
。

（
1
8
）
　
中
野
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
木
　
浩
一
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